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す
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議
会
議
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す
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第
二
千
九
十
七
号

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

(

金
曜
日)



( )

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
号

温
泉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号)

附
則
第
二
条
に
お
い
て
読

み
替
え
ら
れ
た
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
温
泉
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
五
号)

第
二
十
九

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を
公
開
す
る
の
で
、
行
政
手
続
法
及
び
青
森

県
行
政
手
続
条
例
に
基
づ
き
知
事
が
行
う
聴
聞
の
手
続
に
関
す
る
規
則

(

平
成
六
年
九
月
青
森
県
規

則
第
五
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

当
事
者
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

二

予
定
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
内
容
及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

温
泉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
二
号)

附
則
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
温
泉
法

(

以
下

｢

旧
法｣

と
い
う
。)

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
旧
法
第
三
条
第
一
項
の
許
可
の
取
消
処
分

三

聴
聞
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
組
織
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

環
境
生
活
部
自
然
保
護
課

(

担
当

管
理
班
、
電
話
〇
一
七－

七
二
二－

一
一
一

一

内
線
三
七
八
一)

２

所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年
十
月
七
日
、
九
日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結

果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男
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当

事

者

聴
聞
の
期
日
及
び
場
所

氏
名
又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
代
表
者
の
氏
名

住

所

期

日

場

所

盛
田

司

上
北
郡
天
間
林
村

大
字
野
崎
字
狐
久

保
四
三
四
の
九

平
成
十
四
年

十
一
月
二
十

二
日
午
前
十
一
時

青
森
市
長
島

一
丁
目
一
の

一青
森
県
庁
北

棟
七
階
Ａ
会

議
室

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％



( )

注

試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
、
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析

結
果
を
示
し
、
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
。

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
梅
山
一
の
四
二

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
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家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

西
津
軽
郡
車
力
村

平
成

��･

��･

��

有
限
会
社
島
守
水
産
加

工
所
八
戸
市
大
字
市
川
町
字

下
揚
49－
９

同
左

高
蛋
白
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

シ
マ
ミ
ー
ル

14.9
65.3

―
―

―
―

15.6
0.1

―
―

―
―

9.8

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
花
巻
工
場

岩
手
県
花
巻
市
二
枚
橋

第
５
地
割
165

北
日
本
く
み
あ

い
飼
料
株
式
会

社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河

原
木
字
海
岸
24

－
７

く
み
あ
い
配
合
飼
料

あ
お
も
り
和
牛
前
期

14.9
16.6

3.8
0.64

0.62
6.7

5.4
―

―
―

―
―

12.1

北
日
本
く
み
あ
い
飼
料

株
式
会
社
八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24－
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

ニ
ュ
ー
セ
レ
ク
ト
17

14.9
17.8

5.7
3.94

0.61
2.6

12.6
―

―
―

―
2,850

11.7

く
み
あ
い
標
準
配
合
飼
料

ハ
イ
パ
ワ
ー
チ
ッ
ク

Ｆ
Ｂ
Ｉ
後
期
Ｍ

14.10
17.4

4.0
1.47

0.73
3.3

6.7
―

―
―

―
2,810

12.8

く
み
あ
い
配
合
飼
料

ジ
ェ
イ
エ
イ
ア
ク
テ
ィ
ブ
72

14.10
15.4

4.5
1.14

0.74
4.3

6.0
―

―
―

73.2
―

13.2

く
み
あ
い
配
合
飼
料

ジ
ェ
イ
エ
イ
ア
ク
テ
ィ
ブ
Ａ

14.9
19.5

6.4
0.86

0.71
2.3

5.2
―

―
―

80.0
―

11.4



( )

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
十
和
田

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
七
戸
町
字
道
地
七
〇
の
一

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
七
戸
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
十
和
田
湖
町
大
字
奥
瀬
字
北
向
一
七
七
の
一
五
八

二

保
安
林
指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
十
和
田

湖
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
六
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一
�

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
浅
水
字
浅
水
三
四

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
三
三
、
七
〇

の
二
、
南
郷
村
大
字
島
守
字
矢
八
坂
一

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
倉
石
村
大
字
又

重
字
上
川
原
一
八
八
、
新
郷
村
大
字
西
越
字
天
王
沢
四
〇

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

�

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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( )

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
�

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
向
字
大
久
保
四
九
の
二(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
一
八
、

一
九

�

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

�

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

�

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
大
久
保
一
九
・
四
九
の
二(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
、
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

�

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
関
係
町
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
七
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
横
浜
町
字
向
平
六
の
一

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
指
定
の
目
的

飛
砂
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
横
浜
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
八
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
横
浜
町
字
雲
雀
平
一
の
四
・
二
八
九
・
二
九
一
・
二
九
三

(

以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の

図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
指
定
の
目
的

飛
砂
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種
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( )

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林

水
産
部
林
政
課
及
び
横
浜
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
百
五
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号)

第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
次
の
発
起
人
の
次
の
加
入
区
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
、
同
法
第
百
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

１

平
成
十
五
年
度
刊
行

『

青
森
県
史

資
料
編

中
世
１

南
部
氏
関
係
史
料』

制
作
業
務

委
託
一
式

２

平
成
十
五
年
度
刊
行

『

青
森
県
史

資
料
編

近
世
８

学
芸
関
係』

制
作
業
務
委
託
一

式
３

平
成
十
五
年
度
刊
行

『

青
森
県
史

資
料
編

近
現
代
３

｢

大
国｣

と

｢

東
北｣

の
中

の
青
森
県』

制
作
業
務
委
託
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
環
境
生
活
部
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
四
年
十
月
十
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

一
の
１
か
ら
３
ま
で
の
制
作
業
務
委
託
に
つ
い
て
、
契
約
の
相
手
方
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

１

川
口
印
刷
工
業
株
式
会
社

岩
手
県
盛
岡
市
羽
場
一
〇
地
割
一
の
二

２

川
口
印
刷
工
業
株
式
会
社

岩
手
県
盛
岡
市
羽
場
一
〇
地
割
一
の
二

３

川
口
印
刷
工
業
株
式
会
社

岩
手
県
盛
岡
市
羽
場
一
〇
地
割
一
の
二

六

契
約
金
額

一
の
１
か
ら
３
ま
で
の
制
作
業
務
委
託
に
つ
い
て
、
契
約
金
額
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

１

七
百
十
万
八
千
五
百
円

２

七
百
十
九
万
二
千
五
百
円

３

七
百
四
十
万
二
千
五
百
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
契
約
の
相

手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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発

起

人

の

住

所

及

び

氏

名

加
入
区
の
名
称

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
広
瀬
字
坂
元
六
三
一
番
地
一
田

中

孝

光

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
長
科
字
鶴
蝮
四
四
番
地
一張

間

勇

三

東
津
軽
郡
�
田
村
大
字
中
沢
字
池
田
一
〇
番
地
三

上

行

男

�

田



( )

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
四
年
九
月
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

Ｋ－

２
マ
ー
ト

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
西
禿
二
五
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
敬
通

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
西
禿
二
五
の
二

代
表
取
締
役

葛
西
功
樹

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
敬
通

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
西
禿
二
五
の
二

代
表
取
締
役

葛
西
功
樹

外
五
者

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
十
五
年
六
月
二
十
六
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
四
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

一
四
六
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

五
〇
台

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

八
二
平
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

二
〇
立
方
メ
ー
ト
ル

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

開
店
時
刻

午
前
九
時

閉
店
時
刻

午
後
十
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

一
か
所

(

位
置
は
、
届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

九

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課
及
び
鰺
ケ
沢
町
役
場

２

期
間

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
八
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
四
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
鰺
ケ
沢
町
役
場
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

十

意
見
書
の
提
出

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
五
年
三
月
八
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
観
光
労
働
部
経
営
振
興
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所
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( )

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号)

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四

年
十
月
二
十
八
日
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

商
号
又
は
名
称

大
泉
開
発
株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

坂
本

和
彦

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
浪
館
前
田
四
丁
目
一
〇
の
二
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
四)

第
一
一
一
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
四
年
十
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
一
月
八
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

昭

一
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登
録
番
号

肥
料
の

種

類

肥
料
の

名

称

保
証
成
分

量

(
パ
ー

セ
ン
ト)
そ
の
他
の

規

格

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
住
所

青
森
県
第

三
四
五
号

副
産
石
灰

肥
料

ラ
ミ
カ
ル

ア
ル
カ
リ

分五
〇
・
〇

公
定
規
格

の
と
お
り

有
限
会
社
シ
ェ
ル
サ
ン
ド

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
清

水
川
字
権
十
郎
新
田
三
九

の
一
二
七

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
ど
ろ
り
ん
ぱ
Ｓ

株
式
会
社
銀
座

〃

Ｃ
Ｒ
お
い
っ
鬼
太
郎
Ｘ

株
式
会
社
藤
商
事

〃

Ｃ
Ｒ
お
い
っ
鬼
太
郎
Ｃ

〃

〃

レ
ッ
ド
ラ
イ
オ
ン
Ｓ
Ｖ

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア

〃

Ｃ
Ｒ
レ
ッ
ド
ラ
イ
オ
ン

〃

〃

Ｃ
Ｒ
爆
走
ト
ラ
ッ
ク
夢
街
道
Ｖ

株
式
会
社
高
尾

〃

Ｃ
Ｒ
爆
走
ト
ラ
ッ
ク
夢
街
道
Ｗ

〃
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〃

Ｃ
Ｒ
と
り
っ
ぷ
ラ
ン
ド

鳥
王
国

マ
ル
ホ
ン
工
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
デ
ビ
ル
マ
ン
Ｌ
Ｂ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
お
江
戸
で
ご
じ
ゃ
る
Ｍ
Ｂ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
大
ヤ
マ
ト
Ｊ
Ｘ

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
大
ヤ
マ
ト
Ｍ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
チ
ャ
ラ
ッ
チ
ャ
マ
ン
ボ

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア
ー
ル
ア

ン
ド
デ
ィ

〃

Ｃ
Ｒ
チ
ャ
ラ
ッ
チ
ャ
マ
ン
ボ
Ｖ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
チ
ャ
ラ
ッ
チ
ャ
マ
ン
ボ
Ｋ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
チ
ャ
ラ
ッ
チ
ャ
マ
ン
ボ
Ｍ

〃

回
胴
式
遊
技
機

エ
ム
ブ
イ
ピ
ー
Ｒ－

３
０

山
佐
株
式
会
社

〃

ペ
ン
ギ
ン
パ
ラ
ダ
イ
ス

〃

〃

バ
ト
ル
セ
ブ
ン

高
砂
電
器
産
業
株
式
会
社

〃

ミ
チ
ノ
ク
イ
チ
バ
ン
ボ
シ

株
式
会
社
オ
リ
ン
ピ
ア



( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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